
令和８年度住民税申告相談がはじまります 

 令和８年度（令和７年分の収入）の住民税申告相談を下記の日程で行います。 

受付時間 午前の部 9：00～11：30 まで ・ 午後の部 13：00～16：00 まで 

※毎週金曜日は申告会場での申告は休みとなりますので、ご注意ください。 

※下記会場での申告中は役場庁舎での申告はできませんので、ご注意ください。 

会場 日付 地区 

婦人の家 ２月１２日（木） 〇材木地区 

奥戸交流館 
１６日（月） 〇奥戸地区 

浜町第一 

浜町第二 

上仏町 

向町 

１７日（火） 

奥戸ゆうゆう館 

１８日（水） 

１９日（木） 

総合開発センター  

２４日（火） 〇大間地区 

ときわ町 

上町・日和町 

割石・カットシ 

浜町・第二 

細間道・第一根田内 

第二根田内 

２５日（水） 

２６日（木） 

３月２日（月） 

３日（火） 

４日（水） 

５日（木） 

青少年ホーム 

９日（月） 汐見町 

美島町 

朝日町 

１０日（火） 

１１日（水） 

 

※この日程内であればどの会場でも申告することができますので、必ず申告してください。 

 

※収入がない方でも、扶養者の勤務先、官公庁などに所得証明書、非課税証明書などの提出を必要とす

る場合があります。また、国民健康保険税や介護及び後期高齢者医療保険料などの算定や軽減、国民

年金保険料の免除、保育料などの所得判定にも必要になります。住民税の申告は、このような証明書な

どを発行する際の資料となりますので申告が必要です。 

 

※どうしても上記の日程で申告できない場合は、別日（申告期間中の各週金曜日及び３月１２日(木)～３

月１３日（金）の 9:00～17:00（12:00～13:30 を除く））に予約制で申告相談に応じますので、役場税務課まで

連絡してください。 

なお、最終受付は令和８年３月１３日（金）１７：００となります。 

 

※年金収入のみの方、生活保護を受給している方も申告の義務があります。該当の方は、電話での申告

を受け付けておりますので、役場税務課まで連絡してください。 

 

※風力発電・太陽光発電で土地の売買・賃借が増えています。忘れずに申告してください。 

 

 



 

♦当日申告会場に持参するもの♦ 

１．マイナンバーカードもしくは通知カードと身分証明書（※本人確認のため） 

２．利用者識別番号がわかるもの 

３．収入・支出簿、源泉徴収票、年金受給証明のはがきなど収入や支出がわかるもの 

  （時間短縮のため、領収書類は事前に整理、集計をしてください。） 

４．生命保険、地震保険料控除証明のはがき、その他控除に必要なもの 

５．土地の売買契約書又は賃借契約書（※土地の売買や賃借がある場合） 

６．医療費控除明細書（※医療費控除を申告する方） 

７．その他参考資料 

８．還付金の受取口座（通帳） 

※ゆうちょ銀行の方は、昨年と同じ口座であっても記号番号の確認のため、通帳をご持参ください。 

〇利用者識別番号の運用が始まりました！ 

  令和３年分確定申告（令和４年２月中旬～）の受付から、利用者識別番号の運用が始まりました。今

後の確定申告の際には原則 「利用者識別番号」 が必要となりますので、申告前に利用者識別番号の

取得をお願いします。番号取得をしていない方は、役場税務課窓口やｗｅｂサイトで手続きできます。 

  ※申告会場での番号取得もできますが、通常の申告相談のほかに 1人当たり 10 分～20 分の時間を 

要しますので、可能な限り事前に番号を取得してください。 

 

○還付請求について 

  徴収された税金（所得税）が返ってくる場合があります。振込先口座（通帳）を必要としますので、申告の際

は忘れずにご持参ください。  

 

○医療費控除について 

  医療費控除の申告には医療費明細書の添付が義務化されました。医療費明細書が無ければ医療費

控除が認められませんのでご注意ください。用紙は役場や各会場に備えつけているほか、役場及び国

税庁ホームページでダウンロードできますので、必ず集計及び計算を行って申告会場に持参してくださ

い。（医療費には医療機関と自宅の往復分の公共交通機関の料金が認められています。） 

 

※申告時間短縮のため、事前に利用者識別番号の取得、帳簿・領収書類整理、医療費の整理・集計を

行ってからお越しください。 

 

 

  ☎役場税務課 37-2518 


